
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

（
第
九
二
七
三
号
）

一

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 76 号

平成 17 年

9 月27日（火曜日）

規
　
　
則

香
川
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
及
び
み
ど
り
豊
か
で
う
る
お
い
の
あ
る
県
土
づ
く

り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
（
環
境
・
水
政
策
課
、
み
ど
り
保
全
課
）

一

香
川
県
オ
リ
ー
ブ
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
（
農
業
生
産
流
通
課
）

香
川
用
水
記
念
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

二

告
　
　
示

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

六

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃
　
　
　
）

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

（

〃
　
　
　
）

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（

〃
　
　
　
）

○
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
及
び
施
設
の
指
定
　
　
　
　
　
（
長
寿
社
会
対
策
課
）

七

○
昭
和
六
十
三
年
香
川
県
告
示
第
七
百
二
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
漁
業
共
済

加
入
区
の
設
定
）
の
一
部
改
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
水
　
産
　
課
）

水
防
法
の
規
定
に
よ
る
水
位
情
報
の
通
知
及
び
周
知
を
行
う
河
川
の
指
定
（
河
川
砂
防
課
）

○
河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
る
廃
川
敷
地
等
の
発
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

八

○
平
成
十
七
年
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号
（
河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
る
廃
川
敷
地
等
の

発
生
）
の
一
部
訂
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

香
川
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
及
び
み
ど
り
豊
か
で
う
る
お
い
の
あ
る
県
土
づ
く
り
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
九
十
号

香
川
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
及
び
み
ど
り
豊
か
で
う
る
お
い
の
あ
る
県
土
づ
く
り
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
香
川
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
香
川
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
香
川
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
項
イ
中
「
第
四
項
、
第
七
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
六
項
、
第
十
条
第
一
項
」

に
、
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
ニ
を
削
り
、
同
項
ホ
を
同
項
ニ
と

し
、
同
表
の
三
の
項
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
第
三

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
工
事
実
施
計
画
の
認
可
の
申
請
」
を
削
る
。

（
み
ど
り
豊
か
で
う
る
お
い
の
あ
る
県
土
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
み
ど
り
豊
か
で
う
る
お
い
の
あ
る
県
土
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
香
川
県
規
則
第

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
ロ
と
し
、
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
を
削
り
、
ヘ
を
ニ

と
し
、
ト
を
ホ
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
オ
リ
ー
ブ
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
九
十
一
号

香
川
県
オ
リ
ー
ブ
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
オ
リ
ー
ブ
公
園
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
香
川
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

規

則



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

（
第
九
二
七
三
号
）

二

第
一
条
中
「
第
三
条
」
を
「
第
二
条
第
六
項
及
び
第
三
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同

条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
　
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
二
項
の
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
オ
リ
ー
ブ
公
園
の
風
紀
若
し
く
は
秩
序
を
乱
し
、
又
は
公
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
。

二
　
オ
リ
ー
ブ
公
園
の
施
設
又
は
設
備
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三
　
そ
の
他
オ
リ
ー
ブ
公
園
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

第
五
条
の
前
の
見
出
し
及
び
同
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
三
条
中
「
前
条
」
を
「
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
）

第
三
条
　
知
事
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
当
該
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
行
為
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
こ
の
規
則
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
知
事
の
指
示
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
。

二
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
を
受
け
た
と
き
。

三
　
前
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

四
　
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
許
可
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

第
六
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
入
園
の
拒
否
等
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
他
の
オ
リ
ー
ブ
公
園
の
利
用

者
に
迷
惑
を
か
け
る
行
為
を
す
る
者
又
は
オ
リ
ー
ブ
公
園
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

し
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
こ
の
規
則
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
知
事
の
指
示
に
従
わ
な
か
つ
た
者

二
　
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
た
者
又
は
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
者

三
　
他
人
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
他
人
の
迷
惑
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
を
携
帯
す
る
者

四
　
そ
の
他
オ
リ
ー
ブ
公
園
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
補
則
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
基
準
等
）

第
七
条
　
香
川
県
オ
リ
ー
ブ
公
園
条
例
第
二
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
管
理
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
。

一
　
関
係
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、
適
正
に
オ
リ
ー
ブ
公
園
の
運
営
を
行
う
こ
と
。

二
　
オ
リ
ー
ブ
公
園
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

三
　
業
務
に
関
し
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
。

２
　
香
川
県
オ
リ
ー
ブ
公
園
条
例
第
二
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
オ
リ
ー
ブ
公
園
の
維
持
管

理
、
オ
リ
ー
ブ
公
園
内
で
の
オ
リ
ー
ブ
の
栽
培
管
理
、
隣
接
す
る
内
海
町
オ
リ
ー
ブ
公
園
と
の
一
体
的

運
用
を
図
る
た
め
の
連
絡
調
整
そ
の
他
オ
リ
ー
ブ
公
園
の
運
営
に
関
す
る
業
務
と
す
る
。

３
　
指
定
管
理
者
が
前
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
五
条
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。

４
　
オ
リ
ー
ブ
公
園
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
次
条
に
規
定
す
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け

て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

２
　
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
香
川
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
四
の
二
十
五
の
表
一
の
項
第
一
号
中
「
・
三
項
」
を
「
か
ら
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
五
条
」
を
「
三
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３
　
公
園
の
保
全
等
の
た
め
、
公
園
の
利
用
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
。

○
　
○

（
規
五
条
）

別
表
第
四
の
二
十
五
の
表
一
の
項
第
四
号
中
「
公
園
の
利
用
者
に
迷
惑
を
か
け
る
行
為
を
す
る
」
を

「
規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
」
に
改
め
る
。

香
川
用
水
記
念
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

（
第
九
二
七
三
号
）

三

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
九
十
二
号

香
川
用
水
記
念
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
用
水
記
念
公
園
規
則
（
平
成
九
年
香
川
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
条
」
を
「
第
二
条
第
六
項
及
び
第
三
条
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
知
事
の
」
を
「
香
川
用
水
記
念
公
園
内
行
為
許
可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
を
知

事
に
提
出
し
て
そ
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三

項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
前
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
許
可
を
受
け
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
香
川
用
水
記

念
公
園
内
行
為
変
更
許
可
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
て
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
基
準
等
）

第
七
条
　
香
川
用
水
記
念
公
園
条
例
第
二
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
管
理
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

一
　
関
係
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、
適
正
に
公
園
の
運
営
を
行
う
こ
と
。

二
　
公
園
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

三
　
業
務
に
関
し
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
。

２
　
香
川
用
水
記
念
公
園
条
例
第
二
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
公
園
の
維
持
管
理
及
び
運
営

に
関
す
る
業
務
と
す
る
。

３
　
指
定
管
理
者
が
前
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。

４
　
公
園
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
第
二
条
、
第
三
条
及
び
次
条

に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事

の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

附
則
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



第１号様式（第５条関係）� （日本工業規格Ａ列４番）�

香川用水記念公園内行為許可申請書�

年　　月　　日�
　　香川県知事　　　　　　　殿�

　　香川用水記念公園内における行為の許可を受けたいので、香川用水記念公園規則第５条第１項の規定�
　により、次のとおり申請します。�

注　１　目的の欄には、何々の販売、何々のための写真撮影、何々のための募金等の行為の目的を具体�
　　　的に記載してください。�
　　２　内容の欄には、物品の販売をする場合にあっては販売品目及び従事する人数を、写真撮影をす�
　　　る場合にあっては撮影機の台数及び従事する人数を、催しを行う場合にあっては有料又は無料の�
　　　別、従事する人数及び参加する人数を、その他の場合にあってはその内容を具体的に記載してく�
　　　ださい。�
　　３　行為の場所の欄には、公園内の施設の名称等を具体的に記載してください。�
　　４　氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。�

申請者　住　所�
　　　　氏　名�

　　　　　法人その他の団体にあっては、�
　　　　　名称及び代表者の氏名�

印�

目　　　　　的�

内　　　　　容�

期間及び時間�

行 為 の 場 所�

利　用　面　積�

�

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

（
第
九
二
七
三
号
）

四



第２号様式（第５条関係）� （日本工業規格Ａ列４番）�

香川用水記念公園内行為変更許可申請書�

年　　月　　日�
　　香川県知事　　　　　　　殿�

　　香川用水記念公園内における行為の変更許可を受けたいので、香川用水記念公園規則第５条第２項の�
　規定により、次のとおり申請します。�

注　氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。�

申請者　住　所�
　　　　氏　名�

　　　　　法人その他の団体にあっては、�
　　　　　名称及び代表者の氏名�

印�

変 更 の 内 容�

変 更 の 理 由 �

�

変　　　更　　　前� 変　　　更　　　後�

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

（
第
九
二
七
三
号
）

五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

（
第
九
二
七
三
号
）

六

平
成
一
五
、
五
、
二
一
　
　
医
療
法
人
社
団
ひ
か
　
医
療
法
人
社
団
ひ
か
　
介
護
療
養
型
医
療
施
設
　

り
会
河
内
病
院
　
　
　
り
会
　

仲
多
度
郡
多
度
津
町
　
仲
多
度
郡
多
度
津
町
　

青
木
一
三
〇
番
地
一
　
青
木
一
三
〇
番
地
一

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
等
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　
　

事
業
所
（
施
設
）
の
名
称

及

び

所

在

地

変
　
更
　
前
　
　
変
　
更
　
後

平
成
一
七
、
九
、
一
　
株
式
会
社
コ
ム
　
株
式
会
社
コ
ム
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
　
訪
問
介
護
　

ス
ン
グ
リ
ー
ン
　
ス
ン
高
瀬
町
ケ
　
東
京
都
港
区
六
本
木
六
　

タ
ウ
ン
高
瀬
ケ
　
ア
セ
ン
タ
ー
　
　
丁
目
一
〇
番
一
号

ア
セ
ン
タ
ー
　
　
三
豊
郡
高
瀬
町
　

三
豊
郡
高
瀬
町
　
大
字
下
勝
間
字
　

大
字
下
勝
間
字
　
六
ッ
松
一
二
五
　

六
ッ
松
一
二
五
　
一
―
一
七
五
　

一
―
一
七
五

平
成
一
七
、
九
、
一
　
株
式
会
社
コ
ム
　
株
式
会
社
コ
ム
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
　
訪
問
介
護
　

ス
ン
坂
出
マ
リ
　
ス
ン
さ
か
い
で
　
東
京
都
港
区
六
本
木
六
　

ン
ケ
ア
セ
ン
タ
　
谷
町
ケ
ア
セ
ン
　
丁
目
一
〇
番
一
号
　

ー
　
　
　
　
　
　
タ
ー
　
　
　
　
　

坂
出
市
谷
町
一
　
坂
出
市
谷
町
一
　

丁
目
四
番
二
号
　
丁
目
四
番
二
号

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

事
業
者
（
開
設
者
）
の

サ
ー
ビ
ス

変
更
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
称
及
び
主
た
る
事
務

の
種
類

所
　
の
　
所
　
在
　
地

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　
　

名
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地
　
　
　
　
　

平
成
一
七
、
八
、
二
四
　
　
米
岡
医
院
　
　
　
　
　
　
小
豆
郡
内
海
町
西
村
甲
一
〇
七
八
番
地
一

平
成
一
七
、
九
、
一
　
　
　
大
川
調
剤
薬
局
　
　
　
　
小
豆
郡
土
庄
町
渕
崎
甲
二
〇
三
一
番
地
八

平
成
一
七
、
九
、
一
　
　
　
フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
観
音
寺
　
観
音
寺
市
植
田
町
一
〇
〇
八
番
地
一

薬
局

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日
　
　
　
　
　

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　
　

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

廃
　
止
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
七
、
七
、
三
一
　
　
医
療
法
人
社
団
あ
か
　
医
療
法
人
社
団
あ
か
　
介
護
療
養
型
医
療
施
設
　

つ
き
会
山
下
内
科
医
　
つ
き
会
　

院
　
　
　
　
　
　
　
　
善
通
寺
市
善
通
寺
町
　

善
通
寺
市
善
通
寺
町
　
五
丁
目
六
番
二
八
号
　

五
丁
目
六
番
二
八
号
　

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

（
第
九
二
七
三
号
）

七

番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
檀
紙
町
一
四
八
九

番
地
一

三
七
七
〇
一
　
ツ
ク
イ
高
松
林
町
　
　
　
　
株
式
会
社
ツ
ク
イ
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
通
所
介
護

〇
三
七
九
八
　
高
松
市
林
町
一
六
二
二
　
　
代
表
取
締
役
　
津
久
井
督
　
　
　
　
　
　
　
居
宅
介
護

六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
援

神
奈
川
県
横
浜
市
港
南
区

上
大
岡
西
一
丁
目
六
番
一

号

三
七
七
〇
一
　
ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
　
株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館
　
　
〃
　
　
　
　
　
通
所
介
護

〇
三
八
〇
六
　
福
岡
町
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
寺
田
明
彦

高
松
市
福
岡
町
二
丁
目
一
　
東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

四
番
一
六
号
　
　
　
　
　
　
河
台
二
丁
目
九
番
地

三
七
六
〇
一
　
高
松
市
塩
江
病
院
訪
問
看
　
高
松
市
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
七
年
　
訪
問
看
護

九
〇
一
二
八
　
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
　
　
高
松
市
長
　
増
田
昌
三
　
　
九
月
二
十
六

高
松
市
塩
江
町
安
原
上
東
　
高
松
市
番
町
一
丁
目
八
番
　
日

九
九
番
地
一
高
松
市
国
民
　
一
五
号

健
康
保
険
塩
江
保
健
福
祉

総
合
施
設
内

三
七
七
〇
一
　
社
会
福
祉
法
人
高
松
市
社
　
社
会
福
祉
法
人
高
松
市
社
　
〃
　
　
　
　
　
訪
問
介
護

〇
三
八
一
四
　
会
福
祉
協
議
会
塩
江
　
　
　
会
福
祉
協
議
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
居
宅
介
護

高
松
市
塩
江
町
安
原
上
東
　
会
長
　
矢
野
輝
男
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
援

九
九
番
地
一
　
　
　
　
　
　
高
松
市
福
岡
町
二
丁
目
二

四
番
一
〇
号

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

昭
和
六
十
三
年
香
川
県
告
示
第
七
百
二
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
漁
業
共
済
加
入
区
の
設

定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

の
り
等
養
殖
業
（
の
り
養
殖
）
の
表
中
「
王
越
漁
業
協
同
組
合
」
を
「
旧
王
越
漁
業
協
同
組
合
」
に
改

め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
位
情
報
の
通

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
七
、
八
、
二
三
　
　
幸
楽
指
定
訪
問
介
護
　
空
港
タ
ク
シ
ー
有
限
　
訪
問
介
護
　

事
業
所
　
　
　
　
　
　
会
社
　
　
　
　
　
　

香
川
郡
香
南
町
大
字
　
香
川
郡
香
南
町
大
字
　

横
井
九
〇
五
番
地
二
　
横
井
九
〇
五
番
地
二
　

平
成
一
七
、
八
、
一
一
　
　
指
定
短
期
入
所
生
活
　
株
式
会
社
ア
イ
・
デ
　
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
事
業
所
あ
す
か
　
ィ
ー
・
エ
ム
　
　
　
　

東
か
が
わ
　
　
　
　
　
高
松
市
桜
町
一
丁
目
　

東
か
が
わ
市
三
本
松
　
三
六
一
番
地
四

一
一
九
九
番
地
一
　

平
成
一
七
、
七
、
一
　
　
　
介
護
シ
ョ
ッ
プ
あ
す
　
株
式
会
社
ア
イ
・
デ
　
福
祉
用
具
貸
与
　

か
　
　
　
　
　
　
　
　
ィ
ー
・
エ
ム
　
　
　
　
　
　

東
か
が
わ
市
川
東
一
　
高
松
市
桜
町
一
丁
目
　

〇
六
番
地
三
　
　
　
　
三
六
一
番
地
四
　

平
成
一
七
、
九
、
一
　
　
　
豊
栄
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
　
有
限
会
社
豊
栄
プ
ラ
　
居
宅
介
護
支
援
事
業
　

丸
亀
市
今
津
町
三
七
　
ン
ニ
ン
グ
　
　
　

〇
番
地
五
　
　
　
　
　
丸
亀
市
今
津
町
三
七
　

〇
番
地
五

●
香
川
県
告
示
五
百
九
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
、
代
表

介
護
保
険
　
事

業

所

の

名

称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ー
ビ
ス

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
　
指
定
年
月
日

事
業
所
番
号
　
及

び

所

在

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
種
類

事
務
所
の
所
在
地

三
七
七
〇
一
　
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
檀
　
　
　
　
有
限
会
社
オ
フ
ィ
ス
檀
　
　
平
成
十
七
年
　
居
宅
介
護

〇
三
七
八
〇
　
高
松
市
檀
紙
町
一
四
八
九
　
代
表
取
締
役
　
村
尾
純
子
　
九
月
十
五
日
　
支
援



平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

（
第
九
二
七
三
号
）

八

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

知
及
び
周
知
を
行
う
河
川
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日
　
　

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

河
川
の
名
称
　
　
　
　
　
　
区
　
　
　
　
　
　
　
　
域
　
　
　
　
　
　
　
指
　
定
　
年
　
月
　
日

木
田
郡
三
木
町
大
字
上
高
岡
字
高
原
二
六
三
　
　
　
　
　
　
　
　

左
岸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
番
三
地
先
か
ら
海
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

木
田
郡
三
木
町
大
字
上
高
岡
字
高
原
二
一
四

右
岸

八
番
一
〇
地
先
か
ら
海
ま
で

高
松
市
西
植
田
町
字
大
亀
六
三
四
番
一
二
地

左
岸

先
か
ら
新
川
合
流
点
ま
で

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

高
松
市
西
植
田
町
字
城
ケ
谷
一
四
九
五
番
四

右
岸

地
先
か
ら
新
川
合
流
点
ま
で

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
上
字
栗
原
甲
二
一
〇
四

番
二
地
先
か
ら
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮
字

左
岸
　
川
西
一
五
五
七
番
一
地
先
ま
で

坂
出
市
府
中
町
字
小
原
三
九
六
六
番
地
先
か

ら
海
ま
で

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
上
字
柳
谷
甲
二
〇
〇
六

番
地
先
か
ら
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮
字
瀧

右
岸
　
一
三
七
三
番
一
地
先
ま
で

坂
出
市
府
中
町
字
石
井
一
二
六
五
番
三
地
先

か
ら
海
ま
で

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
神
野
字
神
野
四
五
番

左
岸

六
地
先
か
ら
海
ま
で

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
神
野
字
神
野
一
七
二

右
岸

番
地
先
か
ら
海
ま
で

三
豊
郡
財
田
町
財
田
上
字
雉
子
尾
一
八
三
五

左
岸

番
二
五
地
先
か
ら
海
ま
で

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

三
豊
郡
財
田
町
財
田
上
字
三
の
瀬
三
九
四
六

右
岸

番
二
地
先
か
ら
海
ま
で

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四

号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
香
川
県
西
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
河
川
の
名
称

二
級
河
川
高
瀬
川
水
系
乙
田
川

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
上
高
瀬
字
上
ノ
荘
四
一
五
○
番
一
地
先

四
　
廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

土
地
　
三
九
八
・
二
二
平
方
メ
ー
ト
ル

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

平
成
十
七
年
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号
（
河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
る
廃
川
敷
地
等
の
発
生
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
４
中
「
土
地
　
一
七
二
・
七
七
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
土
地
　
二
一
三
・
七
七
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に

訂
正
す
る
。

二
級
河
川

財
田
川
水
系

財
田
川

二
級
河
川

金
倉
川
水
系

金
倉
川

二
級
河
川

綾
川
水
系

綾
川

二
級
河
川

新
川
水
系

春
日
川

二
級
河
川

新
川
水
系

新
川


